
予 算 要 求 資 料 

令和３年度当初予算   支出科目 款：商工費 項：商工費 目：工鉱業振興費 

事業名 研究・人材交流事業費（商工） 

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）  

商工労働部産業技術課技術支援係 電話番号：058-272-1111（内 3048） 

                         E-mail： c11352@pref.gifu.lg.jp 

 

１ 事業費  2,726 千円（前年度予算額：2,726 千円） 

＜財源内訳＞  

 

区 分 

 

事業費 

財    源    内    訳 

国 庫 

支出金 

分担金 

負担金 

使用料 

手数料 

財産

収入 

寄附金 その他 県 債 一 般 

財 源 

前年度 2,726 0 0 0 0 0 0 0 2,726 

要求額 2,726 0 0 0 0 0 0 0 2,726 

決定額 2,726 0 0 0 0 0 0 0 2,726 

 

２ 要求内容 

（１）要求の趣旨（現状と課題） 

試験研究機関の技術レベルの低下等に対応するため、①若手・中堅研究職

員を対象とした技術研修、②資格・専門技術取得等の研修を行うことで、研

究開発人材の資質向上を図る。 

 

（２）事業内容 

試験研究機関の保有技術の底上げによる研究開発プロジェクトの高度化を

図るため、大学や企業等が主催する研修事業へ若手・中堅研究職員を派遣し、

新技術の習得を行う。 

①  研究開発人材の育成 

  大学、独立行政法人及び民間企業等が主催する新技術の習得、情報収集・

情報交換を目的とした中長期研修へ、試験研究機関の若手・中堅研究員を派

遣し、資質向上を図る。 

◯成長産業支援強化枠 

  地域産業及び成長産業の技術支援のため「産業総合技術センター」及び

「岐阜県食品科学研究所」を整備したが、業種別懇談会等において各業界

からは「施設・設備を有効に活用するための専門的人材の確保が重要」と



いう意見が多く出ていることから、研究員が成長産業に関する最新の知

識・技術等を習得することで、両拠点の開所後も引き続き、成長産業支援

強化を図る。 

◯IoT 導入・活性強化枠 

 企業の IoT 化は成長・雇用戦略 2017 において重要プロジェクトの一つ

 として「岐阜県第 4 次産業革命推進プロジェクト」に取組むこととされ、

 県試験研究機関において地域産業の IoT 化に向けた研究開発、研究成果の

 実用化に向けた県内企業の現場実証を実施することとしている。そのため、

 IoT に関する最先端の知識・技術等を研究員が習得することで、より効果

 的に企業の IoT 化の導入・活用を支援し地域産業強化を図る。 

②資格・専門技術の取得 

   学会、団体、民間企業等の研修を受講し、試験研究機関の業務維持、技術

伝承を図るための基本技術やノウハウの習得、又は資格等を取得する。 

 

（３）県負担・補助率の考え方 

     事業費は県費で対応する。 

 

（４）類似事業の有無 

   無 

 

３ 事業費の積算内訳 

事業内容 金額 事業内容の詳細 

旅費 1,310 研修参加に要する旅費 

負担金 1,416 研究参加に要する負担金 

合計 2,726  

 

 決定額の考え方  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  事 業 評 価 調 書（県単独補助金除く） 
□  新 規 要 求 事 業  

■  継 続 要 求 事 業 

 

１ 事業の目標と成果 

（事業目標） 

若手・中堅職員を対象とした研究開発に関する技術力の強化、研究開発の管

理能力を有する研究員の育成、及び業務遂行上必要となる資格や専門技術の

習得により各試験研究機関の技術レベルを向上させることを目標とする。 

 

（目標の達成度を示す指標と実績） 

指標名 事業開始前 指標の推移 現在値 

 

目 標 達成率 

 － 

（H  ） 

- 

（H  ） 

－ 

（H  ） 

－ 

（H  ） 

－ 

（H  ） 

 

○指標を設定することができない場合の理由 

（前年度の取組） 

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 

 各試験研究機関が提案した計画から精査した延べ 23 名を選定し、大学や

独立行政法人等での研修事業に派遣し、技術力の向上を図っている。 

（前年度の成果） 

 

 

 

 

 

・各試験研究機関の技術レベルの向上に対応するため継続的に行っている事

業であり、各年度で必要とされる研修や研修を受講する人数は異なるため、

人数等の目標を設定して実施することは難しい。 

・令和２年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 

 研究開発人材研修では大学や独立行政法人での実習研修や依頼試験機器

のトレーニング等に従事し、その成果は、試験研究機関における研究開発及

び依頼試験等、民間企業への技術支援に活かしている。 



２ 事業の評価と課題 

（事業の評価） 

・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） 

○：必要性が高い、△：必要性が低い 

(評価) 

〇 

 試験研究機関における研究員の技術レベル向上は、県内産業支

援や研究成果の技術移転に不可欠であり、当事業の必要性は高い。 

・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） 

 ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている 

△：まだ期待どおりの成果が得られていない 

（評価） 

〇 

 

 大学、独立行政法人及び民間企業等での研修受講により、依頼

試験機器取扱い技術の向上や、産学官連携事業のマネージメント

能力の向上を図ることができている。 

・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） 

 ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある 

(評価) 

〇 

 

 研修計画については、試験研究機関における研究開発プロジェ

クトとの整合や、企業要望調査等を踏まえ、優先度の高い計画を

精査して優先実施対象として、事業の効率化を図っている。 

（今後の課題） 

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 

 試験研究機関の組織再編により、産業総合技術センターに各種資格保有者

や各種設備機器操作者の配置が必要となる。 

また、職員の減少及び年齢層が固まっていることによる研究機関における活

動量の低下、職員間における技術・研究レベルの継承と若手の育成が重要と

考えている。 

（次年度の方向性） 

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今

後どのように取り組むのか 

組織再編後に産業総合技術センターに配置が必要となる資格者や設備機器操

作者を講習等に派遣することで養成する。 

また、企業、大学、独立行政法人等への研修を通じて研究員の資質向上を

図るとともに、ＯＢである再任用職員等による指導・教育を通して研究員の

能力向上に努めていく。 

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果） 

組み合わせ予定のイベント又

は事業名及び所管課 

 

 

組み合わせて実施する理由や

期待する効果 など 

 

 


